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I．位置付け 

公園緑地の整備における盛土へのコンクリートくずの活用手順（案）（以下、活用手順(案)

という）は、『東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針』（平成 24

年 3 月 国土交通省都市局公園緑地・景観課）第４章 公園緑地の整備における災害廃棄

物の活用に関する基本的考え方に基づき、盛土へのコンクリートくずの活用の際に必要と

なる技術的な事項を、標準的な手法としてとりまとめたものである。 

なお、活用手順（案）の活用に当たっては、「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整

備に関する技術的指針」第４章 公園緑地の整備における災害廃棄物の活用に関する基本

的考え方を踏まえるものとする。 

 

II．概要 

活用手順（案）では、既存の技術的指針等を参考に、コンクリートくずを盛土に活用す

る際の基本方針、調査、設計、施工、管理の各段階における手法や留意事項を示した。ま

た、地方公共団体の復興計画の策定状況や災害廃棄物の処理状況等を踏まえ、材料調達等

の考え方を整理した。加えて、基礎資料として現地調査結果、室内試験結果、現地施工結

果等を示した。 

 

１．構成 

コンクリートくずの盛土材としての活用手順は、基本的に通常の盛土工と同様である。 

 

①基本方針 

方針を定める際には、各地方公共団体が策定する復興計画との整合を図る必要がある。 

 

②調査 

コンクリートくずを盛土に活用する場合、周辺の環境条件を総合的に調査・解析する

とともに、必要となる土量や盛土材としての概略的な性質を把握し、地盤改良や盛土の

安定性確保に必要となる盛土の基礎地盤に関する調査を行う。 

 

③設計 

コンクリートくずを盛土に活用する場合、盛土材改良設計、造成設計、耐震設計、の

り面保護工の設計、排水施設の設計、軟弱地盤対策工の設計を行う。なお、コンクリー

トくずの隙間は土砂で埋めること等により安定性の高い良質な盛土材に改良できる。 

 

④施工 

１層の仕上がり厚さを 30cm 以下とし、起振力表示が 50kN 以上の振動ローラ等で盛土

の所要力学特性を満たすまで締固める。締固め管理に当たっては、設計で設定した盛土
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の所要力学特性を確保するための品質基準を満足する敷均し厚さ、締固め回数、施工含

水比等の施工仕様を現場での試験施工で求める工法規定方式が望ましい。 

 

⑤維持管理 

盛土工の施工後は、平常時における防災点検、日常点検、定期点検を実施するととも

に、災害や変状が生じた場合等には、異常時の臨時点検、調査を実施し、応急対策を実

施する。 

 

２．留意事項 

土木構造物として強度が求められる盛土については、安全性、耐久性を確保するとと

もに、周辺への影響等に留意する必要がある。具体的には、以下の事項について留意す

る必要がある。 

 

① 活用する災害廃棄物が、地方公共団体の環境部局等により有害物質を含まな

いと確認されたものであること 

② 活用する災害廃棄物が、盛土材としての粒度組成や締固め度等の強度を確保

する上で必要な基準を満たしていること 

③ 活用する災害廃棄物に木くずなどの不純物（腐朽の可能性がある有機物等）

が混在している場合や盛土造成計画地が軟弱地盤である場合等、盛土の安定

性や利用者の安全性の確保のため必要な措置を図ること 

④ 造成後の浸出水や地盤沈下等周辺への影響がある事項について継続的な監視、

立ち入り制限等の対応を行うこと 

⑤ 災害廃棄物を活用した盛土が、地震に耐え得るものであること 

⑥ 災害廃棄物を活用した盛土が、将来にわたり土木構造物として安全性、耐久

性等が確保されたものであること 

 

なお、復興計画等で津波からの避難地として位置づけられた公園緑地の盛土の造成に

関しては、今後地盤工学会等の専門機関で新たな知見がとりまとめられる場合は、本指

針に加えてそれを参考とすることが望ましい。 

 

やむを得ず上記の留意事項が確保できない場合には、利用者の安全性の確保のため公

園緑地への利用者の立ち入りを制限する等の対応を行う必要がある。また、災害廃棄物を

活用した盛土により公園緑地の整備を行う場合には、盛土前の表土の保全及び植栽基盤と

しての活用など、地域生態系に配慮する必要がある。 
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３．関係法令等 

公園緑地の整備事業については、自治体が条例により環境影響評価、生活環境影響調

査の実施を定めている場合、対象範囲、手続き等を確認した上で、必要な調査を実施し、

申請、届出を行う。 

 

４．材料調達 

「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」（平成 23 年 5 月 16

日 環境省）（以下「マスタープラン」という）に基づき、概ね平成 25 年末から平成 26

年 3 月迄を目途に仮置場における分別・破砕等の処理が行われることから、災害廃棄物

の調達可能期間に留意し、その期間中に盛土材として活用できるコンクリートくずを確

保する。 
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III．活用手順（案） 

１．参考とする技術的指針等 

主に以下の技術的指針等を参考とした。 

・ 「建設発生土利用技術マニュアル第 3 版」（平成 16 年 9 月 独立行政法人土木研

究所編著） 

・ 「道路土工 盛土工指針」（平成 22 年 4 月 (社)日本道路協会） 

・ 「道路土工 軟弱地盤対策工指針」（昭和 61 年 11 月 (社)日本道路協会） 

・ 「建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル」（平成 21 年 10 月 独立行

政法人土木研究所監修） 

・ 「都市公園技術標準解説書」（平成 22 年 6 月 国土交通省 都市局 公園緑地・景

観課 監修） 

 

なお、上記以外にも、地方公共団体が地域の実情に合わせて新たに技術的指針等を策定、

改訂した場合や、関連する基準が新しく策定、改訂された場合等においては、それらも参

考とする。 
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２．活用手順（案） 

以下に活用手順（案）を記す。なお、明朝体の部分は各技術的指針等からの抜粋である。 

 

２．１ 基本的な流れ 

コンクリートくずを盛土に活用する基本的なフローは、道路土工 盛土工指針の構成を

踏まえ、以下のように設定した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 基本方針 
●コンクリートくずを盛土に活用する際の基本方針に関する事項 

2.3 調査 

●コンクリートくずを盛土に活用する際の調査・試験に関する事項 

2.4 設計 

●コンクリートくずを盛土に活用する際の設計に関する事項 

2.5 施工 

●コンクリートくずを盛土に活用する際の施工に関する事項 

災害廃棄物の処理状況、復旧・復興事業における活用の計画等 

竣工 

2.3.1 公園緑地の整
備に関する調査 

2.3.2 盛土材の性状
に関する調査・試験

2.3.3 基礎地盤に関
する調査 

方
針
段
階

調
査
（
試
験
）
段
階

設
計
段
階

施
工
段
階

管
理
段
階 

2.6 維持管理 

●施工後の維持管理方法 

2.5.1 盛土造成 2.5.2 のり面 

2.4.1 盛土材改良
設計 

2.4.2 造成設計 2.4.3 耐震設計 

2.4.4 のり面保護
工の設計 

2.4.5 排水施設の
設計 

2.2.1 復興計画と
の整合 

2.2.2 盛土工の基本

 

2.5.3 基礎地盤の処理 

2.4.6 軟弱地盤対
策工の設計 
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２．２ 基本方針 

2.2.1 復興計画との整合 

現在策定されている地方公共団体の復興計画に位置付けられた公園緑地において、災害

廃棄物の活用のため、津波堆積物を盛土材として活用していくことが考えられる。 

この場合、復興計画に示された公園緑地整備の方針、造成の計画、配置、規模（土工数

量等）、整備の内容等の関連条件と整合を図ることが必要である。 

 

2.2.2 盛土工の基本 

盛土工の基本について、以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.15-p.16） 

 

盛土工の実施に当たっては、使用目的との整合性、構造物の安全性、耐久性、施工品質

の確保、維持管理の容易さ、環境との調和、経済性を考慮しなければならない。 

盛土工の実施に当たっては、盛土の特性を踏まえて計画・調査・設計・施工・維持管理

を適切に実施しなければならない。 
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２．３ 調査 

2.3.1 公園緑地の整備に関する調査 

公園緑地の整備に関する調査について、以下に示す。 

（都市公園技術標準解説書 平成 22 年度版 p.2） 

 

都市公園の計画、設計は敷地の立地する風土に適合したものでなければならない。敷地造

成工は園路・広場をはじめとする公園施設の基盤を整備する工事であり、敷地造成の計画

に当たっては自然条件はもちろんのこと、土地利用などの社会条件も含めた調査が必要で

あり、計画地とその周辺の土地の地形、地質、土壌、植生、水系など、計画地をとりまく

環境を総合的に調査・解析し、公園を構成する諸施設の配置、排水系統、景観構成などを

ふまえ、計画地の特性と整合性を図り、効率的な造成計画とすることが必要である。 

 

2.3.2 盛土材の性状に関する調査・試験 

盛土材の性状に関する調査・試験について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.26） 

 

盛土材料の調査に当たっては、土量の配分計画や土取り場の調査が大切であり、必要と

する土量及び採取土の盛土材料としての概略的な性質を把握する。実例の少ない盛土材料

を使用する場合、盛土材料に関する各種の試験を行う。 

 

（１）盛土材の調査 

盛土材の調査について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.53-p.54） 

（詳細は道路土工 盛土工指針 p.53-p.61） 

 

盛土材料の調査に当たっては、土量の配分計画を立てる必要があり、切り盛り土量のバ

ランスと運搬距離、適切な建設機械及び盛土で要求される品質等を的確に把握しなければ

ならない。 

表 1に、盛土材料としての検討事項と適用すべき土質試験方法を示す。高盛土や地震

による影響を検討する場合等、盛土材料のせん断強さ等の強度定数が必要な場合には、

三軸圧縮試験等を実施するものとする。 

なお、表 1に示す項目は標準的な項目を示したものであり、盛土材料の特性に応じた

適切な試験を実施しなければならない。したがって、ここに示す以外の、盛土材料の把

握に有効と思われる新しい調査・試験方法についても、これを活用し適切な評価を与え

ることで、盛土の安定性の検討等に有効となる場合がある。その他の土質調査・試験方

法の詳細については、「地盤調査の方法と解説」、「地盤材料試験の方法と解説」や「岩の
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試験・調査方法の基準・解説書」（いずれも（社）地盤工学会）に示されているので参考

にするとよい。 

 

表 1 盛土材料の検討事項と適用すべき土質試験法 

（道路土工 盛土工指針 p.56） 

 

 

調査頻度について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.57） 

 

建設発生土を盛土材料として利用する場合及び土取り場等では、盛土材料としての試

験を行うために、露頭あるいはテストピットから代表的ないくつかの層についてサンプ

リングを行う。 

 

適切な盛土材を選定するための留意事項について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.54-55） 
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盛土材料として望ましい条件として次の項目があげられる。 

・盛土の安定のために締固め乾燥密度やせん断強さが大きいこと 

・締め固めやすいこと 

・盛土の安定に支障を及ぼすような膨脹あるいは収縮のないこと 

・材料の物理的性質を変える有機物を含まないこと 

・施工中に間隙水圧が発生しにくいこと 

・トラフィカビリティーが確保しやすいこと 

・重金属等の有害な物質を溶出しないこと 

 

（道路土工 盛土工指針 p.131-p.132） 

 

盛土材料には、施工が容易で、盛土の安定性を保ち、かつ有害な変形が生じないような

材料を用いなければならない。このため、盛土に用いる材料としては、敷均し・締固めが

容易で締固め後のせん断強度が高く、圧縮性が小さく、雨水等の侵食に強いとともに、吸

水による膨潤性（水を吸着して体積が増大する性質）が低いことが望ましい。 

盛土材料の選定に当たっては、室内締固め試験、コーン指数試験や試験施工等によりそ

の特性を確認の上、適切に選定する必要がある。この際、敷均し層厚、施工性、品質の確

保の観点等を考慮して材料の最大粒径に注意する必要がある。 

 

（２）粒度調整中間層に関する材料調査  

コンクリートくずは塊状の材料であるため、盛土工指針の「岩塊・転石・玉石」に準じ

た材料として取り扱うことを想定し、その場合の留意事項を以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.67） 

 

岩塊盛土の上層に粒度分布の異なる材料を施工する場合には、降雨等によりその材料が

岩塊の空隙に落ち込み不同沈下を生じるおそれがある。このような場合には、図１に示す

ような粒度調整中間層を設ける必要がある。調査に当たっては、この中間層に使用する材

料調査も併せて行っておくとよい。 

 



 

10 

 

図 1 粒度調整中間層の設置例（「道路土工 盛土工指針」p.168） 

 

2.3.3 基礎地盤に関する調査 

基礎地盤に関する調査の基本的考え方について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.24） 

 

調査の初期の段階において、盛土の基礎地盤に関する調査は、地盤改良等の必要性や盛

土の安定性等、盛土を計画する上で重要な要素となるため、慎重な調査を実施するものと

する。 

 

（１）盛土の基礎地盤の調査 

盛土の基礎地盤の調査について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.46） 

 

盛土の基礎地盤の調査に当たっては、不安定な基礎地盤の存在が予想される場合に、現

地踏査を含む土質調査を実施し、その性状、分布及び問題となる基礎地盤の厚さを把握す

るため、主に以下に示す事項について実施する。 

 

①地形判読 

②現地踏査 

③ボーリング 

④サンプリング 

⑤サウンディング 

⑥地下水調査 

⑦土質試験 
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（２）特に注意の必要な盛土基礎地盤 

特に注意の必要な盛土基礎地盤について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.50） 

 

軟弱層のある箇所、地山からの湧水のある箇所、地盤が傾斜している箇所、地すべり地

の盛土、液状化のおそれのある地盤については、「1-3 盛土の変状の発生形態及び特に注

意の必要な盛土」（盛土の自重、異常降雨等、地山からの地下水浸透及び地震による変状・

崩壊をいう。道路土工 盛土工指針 p.6）に示す盛土の変状・崩壊につながるおそれが

あるため、基礎地盤の調査について特に慎重に実施しなければならない。 

 

軟弱層のある箇所の盛土基礎地盤調査について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.50-p.51） 

 

軟弱地盤の調査では通常、安定性、支持力、沈下について検討を行うために現地踏査の

後にサウンディング及びボーリング等を実施して地盤の状態を把握する。 

水田、湿地では表層に軟弱層が存在していることが多く、これらの箇所においては、ス

ウェーデン式サウンディング試験、オランダ式コーン貫入試験、電気式静的コーン貫入試

験等により軟弱層の厚さや分布を確認するとよい。 

なお、軟弱層が厚い場合、盛土構築による基礎地盤の安定が問題になる場合、及び液状

化のおそれのある場合は、「道路土工－軟弱地盤対策工指針」に基づき調査計画を立案す

る。ただし、軟弱地盤とはいわないまでも、施工に当たっては細心の注意を要する地盤も

多いので、基礎地盤の調査は慎重に行うことが大切である。 

 



 

12 

２．４ 設計 

2.4.1 盛土材改良設計 

（１）盛土材としての要求品質 

公園緑地におけるコンクリートくずの盛土材としての改良の考え方について以下に示す。 

（建設発生土利用技術マニュアル p.76） 

 

構造基盤の造成に使用する発生土の品質は、一般堤防や宅地造成に用いる発生土の要求

品質に準じることを原則とするが、造成地盤上に構造物を構築しない場合や若干の沈下・

変状が許される場合はこの限りではなく、設計者の判断によってさらに緩和された材料規

定とすることができる。 

 

盛土材として、宅地造成に用いる発生土に準じる要求品質を満たすための改良の考え方

について以下に示す。 

（建設発生土利用技術マニュアル p.72） 

 

土地造成（宅地造成）においては、現地で入手できる材料のうち、コーン指数が 400kN/m2

以上の良質のものを盛土材として用いることが基本である。これを満たさない材料につい

ては、安定処理などで土質改良を図るか、使用場所を限定する等の留意を行うことにより

利用できる。 

敷地内の流用土を盛土材とする場合には、盛土材の最大寸法は 300mm（搬入盛土材の場合

は 100mm）を原則とする。ただし、仕上げ面から深さ 1m 未満の盛土材の最大寸法は 100mm

以内とし、かつ、径が 37.5mm 以上の混入率は 40%以下とする。また、仕上げ面から深さ 1m

以上で、盛土材寸法 300mm 以内の材料が一部混入する場合は、構造物の基礎及び地下埋設

物に悪影響を及ぼさない範囲とし、周囲を細かい材料で充填し、空隙を生じないように施

工しなければならない。 

試験盛土は、工事区域の代表的な土質ごとについて行う。数種の土が混合されて盛土さ

れる場合には、モデル施工によって混合された材料について試験盛土を行う。 
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（２）岩塊状の盛土材の改良の考え方 

コンクリートくずのような岩塊状の盛土材の改良の考え方について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.136） 

 

岩や転石、玉石層等の掘削によって得られる破砕岩、あるいは岩塊玉石等の多く混じっ

た土砂は、敷均しや締固め作業が難しく取り扱いにくい材料であるが、盛土としてできあ

がった場合には安定性が高いことが特徴として挙げられる。また、盛土材料として利用す

る場合には、岩塊の隙間は細粒土等で埋めることにより、安定性の高い良好な材料として

利用することができる。 

 

2.4.2 造成設計 

（１）設計の基本 

造成設計の基本について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.80） 

 

盛土の設計に当たっては、使用目的との適合性、構造物の安全性、耐久性、施工品質の確

保、維持管理の容易さ、環境との調和、経済性を考慮しなければならない。盛土の設計に

当たっては、原則として、想定する作用に対して要求性能を設定し、それを満足すること

を照査する。盛土の設計は、論理的な妥当性を有する方法や実験等による検証がなされた

手法、これまでの経験・実績から妥当とみなせる手法等、適切な知見に基づいて行うもの

とする。 

 

基礎地盤、盛土材料、盛土高さ等が所定の条件を満たす場合には、これまでの経験・実

績から妥当とみなせる構造（標準のり面勾配等）を適用することができる。 
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（２）盛土の安定性の照査 

盛土の安定性の照査の考え方について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.103） 

 

盛土の設計に当たっては、想定する作用に対し、盛土及び基礎地盤が安定であること、

及び変位が許容変位以下であることを照査することを原則とする。ただし、既往の経験・

実績や近隣あるいは類似土質条件の盛土の施工実績・災害事例等から要求性能を満足する

とみなせる仕様については、その適用範囲においてはこれを活用し、実績を大きく超える

場合や、既往の事例から想定する各作用により変状・被害が想定されるような条件の場合

において工学的計算を適用するよう配慮するのが現実的である。 

このため、ここでは盛土の安定性検討のフローチャートの例を図 2 に示し、設計の手順

と照査方法の選択の考え方を述べる。 

 

 
図 2 盛土の安定性照査のフローチャートの例 

（「道路土工 盛土工指針」p.104） 
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盛土の標準のり面勾配について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.106-p.107） 

 

盛土に必要な性能が確保できるとみなせる仕様の一つとして、既往の数多くの施工実績

や経験に基づき、表 2 に示す盛土材料及び盛土高に対する標準的なのり面勾配（以下「標

準のり面勾配」とする）がある。標準のり面勾配は、基礎地盤の支持力が十分にあり、基

礎地盤からの地下水の浸透のおそれがない場合や、地下水の浸透に対しすみやかに排出す

る排水対策を十分に行い、かつ、水平方向に敷き均らし密実に転圧され、「2.5 施工」に

示す締固め管理基準値を満足する盛土で、必要に応じて侵食の対策（土羽土、植生工、簡

易なのり枠、ブロック張工等によるのり面保護工）を施した場合に適用できる。 

 

表 2 標準のり面勾配の目安（「道路土工 盛土工指針」p.106） 

 

 

（３）のり面形態と盛土構造 

のり面形態と盛土構造について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.142） 

 

盛土構造は現場ごとの条件（地盤条件、材料、気象等）、盛土の安定性、施工性等を配慮

した合理的な設計をするものとし、のり面は少なくとも小段と小段にはさまれた部分を単

一勾配とするのがよい。 

また、2種類以上の材料による高い盛土では、各土質に応じた標準のり面勾配（表 2）を

小段ごとに適用するものとする。 
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2.4.3 耐震設計 

（１）地震の影響 

地震の影響について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.96） 

 

地震動の作用に対する盛土の安定性の照査においては、地震の影響として、慣性力及び

基礎地盤・盛土の液状化の影響を考慮する。これら地震の影響は、地盤条件や盛土条件に

応じて適切に組み合わせるものとする。 

 

（２）地震動の作用に対する盛土の安定性の照査方法 

地震動の作用に対する盛土の安定性の照査方法について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.123） 

 

地震動の作用に対する盛土の安定性の照査手法は、構造物の変形を直接的に求めること

ができる残留変形解析手法と構造物の地震時安定性を安全率等により照査する震度法によ

る安定解析手法に大別される。残留変形解析手法の１つであるニューマーク法は、入力パ

ラメータの設定が円弧すべり法と同等であるが、比較的簡便に地震時の盛土の残留変位を

求めることができる。 

 

地震動の作用に対する盛土の安定性の照査の留意点について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.121） 

 

地震動の作用に対する盛土の安定性の照査は、地震動レベルに応じて盛土及び基礎地盤

が安定であること、変位が許容変位以下であることを照査することにより行うことを基本

とする。なお、軟弱粘性土、液状化の発生が懸念されるゆるい飽和砂質土上に構築される

盛土等、盛土基礎地盤の安定性が問題となる場合の耐震性能の照査は、「道路土工－軟弱地

盤対策工指針」によるものとする。 

ただし、地震動の作用に対する盛土の安定性の照査手法には、土質・地質調査、試験も

含めて多くの仮定や不確定要素を含んでおり、想定する作用に対する盛土の挙動を的確に

予測するのは容易ではない。したがって、数値解析等の結果のみで判断するのではなく、

数値解析等はあくまでも検討の一手段として取り扱い、周辺の道路等における類似盛土の

条件（土質、盛土高等）、施工実績や災害事例等の調査も含めた総合的な検討を行う必要が

ある。 

検討の結果、必要とされる性能を満足しない場合には、のり面勾配の変更、基礎地盤の

対策、盛土材料の改良について検討を行う。また、補強盛土や補強土壁等の採用も検討す

ることが望ましい。 
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（３）地盤の液状化の影響 

地盤の液状化の影響について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.97） 

 

液状化地盤上の盛土では、支持地盤の変形が盛土の変形に影響する。このため、地震時

に液状化が生じる可能性がある場合は、液状化が生じると判定される土層の土質定数を低

減させるなど、液状化の影響を適切に考慮する必要がある。軟弱粘性土地盤上に構築され

る盛土や、液状化の発生が懸念されるゆるい飽和砂質土地盤上に構築される盛土など、盛

土基礎地盤の安定性が問題となる場合の地震動の作用に対する安定性の照査は、「道路土工

－軟弱地盤対策工指針」によるものとする。 

 

2.4.4 のり面保護工の設計 

のり面の保護について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.144） 

 

のり面保護工には、植物によるのり面保護工と、構造物によるのり面保護工があり、の

り面の侵食や風化を防止し、のり面の安定性を図るとともに、必要に応じて自然環境の保

全や修景を行う構造でなければならない。 

 

のり面の保護工の種類と選定について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.146-p.147） 

 

のり面保護工は、のり面の長期的な安定性確保を第一の目的としているため、その選定

に当たっては、のり面の岩質、土質、土壌硬度、pH 等の地質・土質条件、湧水や集水の状

況、気温や降水量等の立地条件や植生等の周辺環境について把握し、各工種の特徴（機能）

を十分理解したうえで、のり面の規模やのり面勾配、経済性、施工性、施工後の維持管理

の容易性も考慮する必要がある。 

盛土のり面におけるのり面保護工の一般的な選定フローを図 3に示す。 
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2.4.5 排水施設の設計 

（１）排水施設 

排水施設の設計について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.149） 

 

排水施設は、降雨や地下水等をすみやかに盛土外に排出し、水の浸入による盛土の弱体

化を防止することを目的として設計する。このため、排水施設は、現地条件に応じて適切

な工種の排水工を選定し組み合わせて設計する。 

排水施設の設計に当たっては、事前に降雨、地表面の状況、土質、地下水の状況、既設

排水路系統等を十分調査し排水能力を決定する。 

 

図 3 盛土のり面におけるのり面保護工選定のフロー 

（道路土工 盛土工指針 p.147） 
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（２）のり面排水工 

のり面排水工について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.154） 

 

のり面排水工は、のり面を流下する表面水によるのり面の侵食及び洗掘を防ぎ、盛土内

への浸透を低減することにより、浸透水によるのり面を構成する土のせん断強さの減少、

間隙水圧の増大から生じる崩壊を防止できるよう、適切な構造としなければならない。 

 

①盛土内の浸透水 

表層崩壊のおそれがある場合は、盛土内の浸透水に対して排水工を検討する必要がある。

表層崩壊のおそれのある盛土の特性を以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.155） 

 

一般に、砂質の材料でできた盛土は表層崩壊を起こしやすい。また、斜面に腹付け施工

をした場合、締め固められた盛土にゆるい土羽土を施工した場合、あるいは工事用運搬路

の位置に後から急に盛り立てたり、構造物取付け部等の透水性の異なる土からできた盛土

に浸透水が集中するとき等にも表層崩壊が起こりやすい。 

 

表層崩壊のおそれがある箇所の排水対策について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.155） 

 

表層崩壊のおそれのある箇所には、排水層等による排水を行ったり、のり尻に空石積み

をしたり、あるいはのり尻部を砂礫、砕石やふとんかご等により置き換えて補強と排水を

併用した対策を行う。また、盛土のり面の表面付近の材料に粘着性のある礫まじり土を用

いて十分締め固め、浸透水が集中しないようにすればのり面の安定性を高めることができ

る。なお、「2.4.5（3）地下排水工」に示すように、のり尻部には必要に応じて基盤排水

層を設ける必要がある。 

 

②のり面排水の種類 

のり面の安定のために設けられる排水工について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.155-p.159） 

 

のり面の安定性のために設けられる排水工の主なものを表 3に示す。 

この他に、のり面への浸透水が流出するのを防止するため浸透経路の途中に止水壁を設

けたり、また、浸透水の供給をなくすためのり肩を不透水性の膜で覆うこともある。 
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（３）地下排水工 

地下排水工について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.160、p.162） 

 

地下排水工は、盛土及び路盤内の地下水位を低下させるため、周辺地山からの湧水が盛

土内に浸透しないよう排除するとともに、路肩やのり面からの浸透水をすみやかに排除で

きるよう、湧水の状態、地形、盛土材料及び地山の土質に応じて、適切な構造としなけれ

ばならない。 

地下排水工には表 4に示すものがある。 

 

 

           ※表中の関連項目はすべて道路土工 盛土工指針参照 

表 3 のり面排水工の種類（道路土工 盛土工指針 p.156） 

図 4 のり尻工の例（道路土工 盛土工指針 p.158） 

図 5 ふとんかご・じゃかご工の使用例（道路土工 盛土工指針 p.159） 

表 4 地下排水工の種類（道路土工 盛土工指針 p.162） 
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（４）盛土内の排水 

盛土内の排水について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.169） 

 

盛土内の排水については、盛土の安定性を確保するために、水平排水層や地下排水溝等

の地下排水工を設け、浸透水、湧水等を盛土外に排出できるような構造としなければなら

ない。 

 

①路体への浸透水の排水 

路体への浸透水の排水について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.169-p.170） 

 

地山から路体への浸透水は、地下排水溝や基盤排水層等により、路体内へ浸透させない

ように配慮するものとする。 

降雨等による路体への浸透水は、できるかぎり早期に路体の外に排出するように配慮し

なければならない。例えば、火山灰質粘性土、しらす、山砂等、水による盛土の安定性が

懸念される盛土材料については、図 7に示すように水平排水層等により路体への浸透水を

小段排水溝等に導き、すみやかに路体外に排出する必要がある。 

 

図 6 沢埋め盛土における地下排水溝及び基盤排水層の設置例 

（道路土工 盛土工指針 p.162） 
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②間隙水圧低下のための排水 

間隙水圧低下のための排水について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.170） 

 

沢部を埋めた盛土、片切り片盛りや、しらす、山砂等、雨水が浸透しやすく、しかもそ

れによって強度の低下が著しい土質材料や、高含水比の火山灰質粘性土によって高い盛土

を構築せざるを得ない場合には、図 8のように盛土のり面内に水平排水層を設置し、盛土

内の排水をはからなければならない。水平排水層の厚さ及び設置間隔は、盛土材料の圧密

特性、盛土材料及び排水層の透水係数、施工速度等を考慮して決定する。 

 

 

 

（５）基礎地盤の排水 

基礎地盤の排水について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.171） 

 

基礎地盤の排水は、盛土の安定性を確保する上で重要であり、土質調査等の結果により、

その性状、分布等を把握するとともに、適切な排水対策を講じなければならない。 

基礎地盤からの湧水は、盛土内水位を上昇させ盛土を不安定にし、のり面崩壊の原因と

なることもあるので注意しなければならない。一般的に、切土部と盛土部の境界は地下水

位が高く、かつ地表面からの浸透水が集まるので湧水の量が多い。湧水の処理の例を図 9

に示す。 

 

図 7 水平排水層端末部（道路土工 盛土工指針 p.170） 

図 8 水平排水層の例（道路土工 盛土工指針 p.170） 
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2.4.6 軟弱地盤対策工の設計 

盛土の安定性を確保するため、あるいは盛土の有害な沈下を抑制するために、特に基礎

地盤の処理が必要となる場合について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.128） 

 

軟弱地盤上の盛土は安定、沈下、側方変形が問題となるが、その詳細は「道路土工－軟

弱地盤対策工指針」を参照されたい。 

 

軟弱地盤対策工の検討について以下に示す。 

（道路土工 軟弱地盤対策工指針 p.38-p.39） 

 

施工時に盛土の安定性に不安があるか、あるいは施工後に有害な沈下が残ることが推定

される場合には、それぞれの問題に対応できる対策工を選定して、再び安定計算や沈下計

算を行って、設計条件を満たしかつ過大にならない対策工を決定する。 

この場合、計算のみによる数値的判断にこだわることなく、同じような条件下での過去

の施工例や専門家の判定を加味し、総合的判断を下すことが肝要である。 

一般に行われる軟弱地盤の検討手順を、図 10に示す。 

 

図 9 湧水処理の例（道路土工 盛土工指針 p.171） 
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軟弱地盤対策工の検討条件について以下に示す。 

（道路土工 軟弱地盤対策工指針 p.40） 

 

盛土の安定計算と沈下計算を行うにあたっては、土質調査その他によって収集された設

計・施工のためのデータを整理して、次のような設計条件を求めておく必要がある。 

 

①地盤条件 ：軟弱地盤の生成区分、成層状態、排水条件、各層の土質定数（強度特性

や圧密特性など） 

②施工条件 ：盛土の形状、工程、盛土材料の土質定数（単位体積重量や強度特性など）、

沿道の環境と用地に関する制限 

③設計目標値：道路の性格などによる許容残留沈下量、最小安全率などの設計目標値 

 

条件設定がなされると具体的手法に従って安定計算や沈下計算を行い、その結果として

安全率あるいは沈下量について具体的数値が得られることになる。 

 

図 10 軟弱地盤検討の手順(道路土工 軟弱地盤対策工指針 p.39） 
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地盤の変形や破壊機構に対応する解析（計算）手法について以下に示す。 

（道路土工 軟弱地盤対策工指針 p.41） 

 

地盤変形の数値解が、比較的簡単に得られるようになってきている。これらの解法の中

で代表的なものが有限要素解析（ＦＥＭ）であり、部分載荷された地盤の沈下や側方変形

の予測などに適用する試みがなされている。 

 

なお、上記の解析手法について引用した「道路土工 軟弱地盤対策工指針」は、昭和 61

年に発行されたもので、現在改訂版の作成途中であるため、当面は以下の論文を参考にそ

れぞれの特性を踏まえた上で適切な手法を活用することができる。 

 

ＡＬＩＤ：「液状化に伴う残留変形解析方法の河川堤防への適用」、第 25 回地盤工学研究

発表会講演論文集 1999 

ＬＩＱＣＡ：「北海道南西沖地震で被災した河川堤防の変形量に関する解析的考察」、第

10 回日本地盤工学シンポジウム 1998 

東畑モデル：「永久変位解析法（東畑モデル）の適用例（その１）」、第 32 回地盤工学研

究発表会 1997 
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２．５ 施工 

2.5.1 盛土造成 

（１）盛土材の調整 

①含水比の調整 

搬入される盛土材の含水比調整について以下に示す。 

（フィルダムの調査・設計から施工まで p.262） 

 

土質材料の含水比は天候、季節さらに昼夜の別によってかなり変化する。一般に我が国

での土質材料は最適含水比より自然含水比が高い。この場合、採取場などで事前に排水工

法により含水比低下をはかることが有利である。 

この排水方法として 

・採取場周辺に集水開きょを設置し、雨水の侵入をカットする。 

・浸透水が侵入してくる箇所に排水処理溝を設け、排水する。 

・地下水位が高い場合、適当な深さの排水溝を縦横に掘削し、地下水位の低下をはかる。 

・採取面、積込み盤に傾斜をつけ降雨の排水を良好にする。 

などがある。 

 

②材料の貯蔵および調整 

搬入された盛土材を活用する前に必要に応じて行う改良について以下に示す。 

（フィルダムの調査・設計から施工まで p.262-p.264） 

 

土質材料の改良の目的としては 

・含水比の改良 

・粒度の改良 

・材料の均一化 

などがあるが、実際の改良は単一の目的だけでなく、これら全てを目的とする場合が多

い。 

含水比の改良は、最適含水比施工を目的とするもので、乾燥材料と湿潤材料との混合、

材料の乾燥、加水による含水比の改良をはかるものである。 

土質材料の改良に際し、最も有効な方法はストックパイルを設けることである。 

ストックパイルは一般に高さ 5～20ｍ程度のものを 2～3か所設け、交互に利用できるよ

うにすることが望ましい。 

ストックパイルは粗粒材と細粒材とを交互にまき出し層状に積み上げて造成し、ブルド

ーザーでスライス状に掘削混合し、その後ホイールローダーによりさらに掘削混合して使

用している。 

 



 

27 

図 11 にストックパイルの例を示す。また、図 12 にストックパイルの品質管理フローを

示す。 

 

 
 

 

 

 

 

図 11 ストックパイルの例 

（フィルダムの調査・設計から施工まで p.264）

図 12 ストックパイルの品質管理フローチャートの例

（フィルダムの調査・設計から施工まで p.264） 
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粒度の改良に際しては、建設発生土利用技術マニュアルで河川築堤（高規格堤防）の

材料規定とされている粒度組成の適用範囲を参考に混合・調整等により改良することが

できる。この場合、細粒分を含む土砂や津波堆積物等と適切に混合することで、粒度組

成を盛土材として望ましい範囲に調整し締固め性能を向上させることができる。 

 

（建設発生土利用技術マニュアル p.63） 

 

粒度組成が図 13 に示す適用範囲内にあることが望ましい。 

 

 

 

 

 

この際、混合した盛土材に、将来分解することが想定される撤去しきれない木くず等の

有機物が含まれる可能性がある場合は、強熱減量等を計測して有機物の含有量を確認等す

るとともに、造成後も盛土の変状、沈下の有無等について監視することが望ましい。 

 

③混入した異物の管理 

コンクリートくずには、分別後でも、細かな木くずや鉄筋等の異物が混在している可能

性がある。これらの異物は、可能な限り盛土工事において目視で確認し取り除くことが望

ましく、取り除いた異物は、建設廃棄物として適正に処分する必要がある。 

 

図 13 粒度組成の適用範囲 

（建設発生土利用技術マニュアル p.63） 

(財)国土開発技術研究センター：

河川土工マニュアル、平成 5 年 6
月の記載に加筆した 
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（２）盛土材の敷均し 

盛土材の敷均しについて以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.206） 

 

ダンプトラック等で運搬された盛土材料は、ブルドーザ等で一定の厚さに敷き均らして

から締固め機械によって締め固められる。盛土材料の敷均し作業は、転圧に比べてあまり

重要とはみえないが、盛土の品質に大きな影響を与える要素である。すなわち、定められ

た厚さで均等に敷き均らしてできた盛土は均質でより安定したものになるが、厚く敷き均

らしてできた盛土では、転圧エネルギーが下部まで十分に及ばず締固めが不十分になるの

で、将来盛土自体の圧縮沈下等が起きやすく、また不同沈下の原因ともなる。このように

盛土の施工で最も留意しなければならない点の一つが敷均し作業であり、敷均し厚さを厚

くする場合には、事前に試験施工を行って、下層まで所定の品質（例えば所定の締固め度

等の品質）を確保できることを確認しなければならない。 

敷均し厚さは、盛土材料の粒度、土質、締固め機械、施工法及び要求される締固め度等

の条件に左右される。この数値を決めるに当たっては、道路土工 盛土工指針 「3-7 試

験施工」によることが望ましいが、一般的には路体では 1層の締固め後の仕上がり厚さを

30cm 以下とし（この場合の敷均し厚さは 35～45cm 以下）、路床では 1層の締固め後の仕上

がり厚さを 20cm 以下とする（この場合の敷均し厚さは 25～30cm 以下）。 

なお、実際の敷均し作業においては、レベル測量等により敷均し厚さの管理を行うこと

が大切である。 

 

（３）岩塊の敷均し 

岩塊の敷均しについて以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.208） 

 

岩塊を盛土に使用する場合は、母材である岩の種類（硬岩、中硬岩、脆弱岩）によって

施工方法（特に締固め機械）が異なる。 

 

敷均しの留意事項について以下に示す。なお、仮置場から採取したコンクリートくずは、

室内試験でスレーキング現象を認めなかったことから、コンクリートくずは脆弱岩には該

当しないと考えられる。 

（道路土工 盛土工指針 p.208） 
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１）硬岩による岩塊 

硬岩とは施工時の破砕転圧や気象条件等の変化による細粒化を生じず、かつ最大粒径が

大きく、一層の仕上がり厚さが 30cm 以上となる岩である。岩塊の隙間には土砂を入念に充

填し、できるだけ隙間が残らないように、大型振動ローラにより所定の転圧回数に達する

まで十分に締め固める。なお、使用機械及び転圧回数は、試験施工により検証が必要であ

る。 

 

２）中硬岩による岩塊 

中硬岩とは施工時に破砕転圧により細粒化するような岩のことで、転圧には振動ローラ

を主体に締め固める。 

 

（４）敷均し厚さ 

敷均し厚さについて以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.206） 

 

敷均し厚さは、盛土材料の粒度、土質、締固め機械、施工法及び要求される締固め度等

の条件に左右される。この数値を決めるに当たっては「3-7 試験施工」によることが望ま

しいが、一般的には路体では 1層の締固め後の仕上がり厚さを 30cm 以下とする（この場

合の敷均し厚さは 35～45cm 以下）。なお、実際の敷均し作業においては、レベル測量等に

より敷均し厚さの管理を行うことが大切である。 

 

（５）締固め 

締固めについて以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.211） 

 

盛土の施工に当たっては、締め固めた土の性質の恒久性及び設計で設定した盛土の所要

力学特性を確保するため、盛土材料及び盛土の構成部分等に応じた適切な締固めを行うも

のとする。 

 

締固め品質の規定について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.214） 

 

締固め品質の規定は、締め固めた土の性質の恒久性を確保するとともに、盛土に要求す

る性能を確保するように設計で設定した盛土の所要力学特性を確保するためのものであ

り、盛土材料や施工部位によって最も合理的な品質管理方法を用いる必要がある。 
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コンクリートくずを盛土材とする場合、以下に示す通り、適用土質を考慮して締固め管

理方法や試験・測定方法を選択する必要がある。 

（道路土工 盛土工指針 p.215） 

 

締固め規定には大別して品質規定方式と工法規定方式の 2方式がある。 

 

 

 

 

 

表 5 盛土の代表的な締固め管理方式と主な試験・測定方法 

（道路土工 盛土工指針 p.215） 
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岩塊状の盛土材の締固め管理について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.224-p.225） 

 

工法規定方式による盛土の締固め管理は、使用する締固め機械の機種、まき出し厚、締

固め回数等の工法そのものを仕様書に規定する方式である。工法規定方式では事前に現場

での試験施工において、設計で設定した盛土の所要力学特性を確保するための品質基準

（例えば、締固め度、空気間隙率あるいは飽和度の各規定値）を満足する施工仕様（転圧

機種、転圧回数、敷均し厚等）を求めておくことが原則である。 

硬岩を破砕した岩塊を用いた盛土等品質規定方式の適用が困難な場合、または工法を規

定することが合理的な場合に工法規定方式が採用されている。 

工法規定方式においても、品質規定方式と同様に、土質材料や含水比が変化すると施工

仕様を見直すことが原則である。このため、目視等によりこれらの変化度合いを確かめる

とともに、含水比を 1日に 1回程度測定し、図 14に示したような管理図に日々整理するの

がよい。その結果、土質ないし含水比が試験施工を行った材料と明らかに変化したと判断

される場合には、「5-4-2 品質規定方式による締固め管理」を参照し品質試験を行うのがよ

い。 

 

 
 
 
 

 

図 14 χ～R管理図の例 

（道路土工 盛土工指針 p.224）

表 6 試験の方法と頻度の目安（道路土工 盛土工指針 p.220） 



 

33 

（６）締固め作業及び締固め機械 

締固め作業及び締固め機械について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.227） 

 

締固め作業に当たっては適切な締固め機械を選定し、試験施工等によって求めた施工仕

様（敷均し厚さ、締固め回数、施工含水比等）に従って、所定の品質の盛土を確保できる

よう施工しなければならない。 

 

コンクリートくずは、室内スレーキング試験の結果がスレーキング率が 3％以下であり、

スレーキングしにくい岩のタイプ（硬岩もしくは中硬岩相当）であると考えられることか

ら、締固め機種の土質区分では、「岩塊等で掘削締固めによっても容易に細粒化しない岩」

に該当する（表 7参照）。この場合、締め固めには振動ローラが有効であることから振動

ローラについて以下に示す。 

また、設計要領第 1集土工編（NEXCO 平成 22 年 7 月 p.2-38）より岩塊盛土では、1

層当たりの仕上がり厚さが 30cm 以下の場合は、起振力表示が 50ｋN 以上の振動ローラを

用いることができる。 

（道路土工 盛土工指針 p.228-p.229） 

 

振動ローラはローラに起振機を組み合わせ、振動によって土の粒子を密な配列に移行さ

せ、小さな重量で大きな締固め効果を得ようとするものである。振動ローラは、一般に粘

性に乏しい砂利や砂質土の締固めに効果があるとされているが、その使用に当たっては、

ローラの重量、振動数等を適切に選ぶ必要がある。一般に岩や礫の締固めには、重い機械

で高振動数のものがよいとされている。 
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表 7 土質と盛土の構成部分に応じた締固め機種 

（道路土工 盛土工指針 p.228） 
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2.5.2 のり面 

（１）盛土のり面の施工 

盛土のり面の施工について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.240） 

 

盛土のり面の施工に当たっては、盛土の安定性を確保するために要求される強度・変形

抵抗を発揮するよう、盛土本体と同時に適切な締固め機械を用いて水平・薄層に敷き均ら

し、十分な締固めを行うものとする。 

のり面保護工の施工は、のり面保護工の目的、機能及び現地の状況を踏まえ、適切に行

わなければならない。 

 

（２）のり面の締固め・整形 

のり面の締固め・整形について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p. 241） 

 

盛土のり面は十分に締め固め、かつ設計断面を満足するように仕上げなければならない。

のり面表層部が盛土全体の締固めに比べて不十分であると、豪雨等でのり面崩壊を招くこ

とが多い。この種の崩壊を防ぐため、のり面は可能な限り機械により十分に締め固めなけ

ればならない。また、ジオテキスタイルを締固め補助材として敷設することにより、効果

的な締固めが図れるので、高盛土等の施工時に利用することも考えられる。 

のり面勾配が 1：1.8 前後の場合には、のり面を丁張に従って粗仕上げしてから、自重

1t 以上の振動ローラ、あるいはのり面に適するように設計された振動ローラ（振動式のり

面締固め機）を、牽引または盛土の天端より巻き上げながら締め固めることができる。 

盛土材料が良質でのり面勾配が 1：2.0 程度までの場合には、ブルドーザをのり面に丹

念に走らせて締め固める方法もある。この場合、のり尻にブルドーザのための平地がある

とよい。 

のり面勾配が 1：1.5 程度になると、通常の締固め機械では施工ができなくなるので、

特殊な機械を用いるか、のり肩部からの土羽打ちを行う。 
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2.5.3 基礎地盤の処理 

（１）軟弱地盤対策が必要な場合の処理 

軟弱地盤対策が必要な場合の処理について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.201） 

 

基礎地盤については事前に調査を実施し、その結果、軟弱地盤として対策が必要と判断

される場合には、別途「道路土工－軟弱地盤対策工指針」に基づいて処理を行わなければ

ならない。 

 

（２）基礎地盤の伐開除根及び表土処理 

基礎地盤の伐開除根及び表土処理について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.201） 

 

盛土の基礎地盤に草木や切株を残したまま盛土を構築すると、時間を経た後にこれらが

腐植することにより、盛土にゆるみや有害な沈下が生じるおそれがある。これを防ぐため

に伐開除根を行う。 

また、基礎地盤の表土が腐植土、軟弱な粘性土、風化した堆積軟岩層、あるいは崖錐の

場合で、盛土の施工に悪影響を及ぼすことが懸念される場合には、予め必要な深さまで切

りまたははぎ取り、良質な盛土材料で置き換える必要がある。 

 

（３）基礎地盤が水田等の場合の処理 

基礎地盤が水田等の場合の処理について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.202-p.203） 

 

水田等では表層に薄い軟弱層が存在していることが多い。このような軟弱層は、そのま

までは盛土の第１層の施工に際して、トラフィカビリティーの確保が困難であり、敷き均

らした盛土材料の十分な締固めもできない。盛土高の高い場合は、盛土の第１層目を建設

機械のトラフィカビリティーが得られる厚さに敷き均らし、第２層目からは所定の敷均し

厚で十分締め固めることができるが、盛土高が低い場合等で第１層目を多少厚く敷き均ら

すだけで計画高さに近づくような盛土では十分な締固めのできないものとなる。 

したがって、盛土高が低い場合はもちろん、盛土高が高い場合にも、できるだけ盛土基

礎地盤に図 15のような溝を掘って盛土の外への排水を行い、盛土敷の乾燥を図る。 
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水田等で水位が高く、排水溝では十分な排水ができないため建設機械のトラフィカビリ

ティーが得られない場合や、基礎地盤の地下水が毛管水となって盛土内に浸入するのを防

ぐ場合には、図 16のような厚さ 0.5～1.2ｍのサンドマット（敷砂層）を設けて排水を図

る。基礎地盤が特に軟弱なケースでは、サンドマットの下部に補強材としてシートやネッ

トを敷設する場合が多い。 

 

 

図 15 素堀り排水溝による地盤処理（道路土工 盛土工指針 p.203） 

 

図 16 サンドマットによる地盤処理（道路土工 盛土工指針 p.203） 
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２．６ 維持管理 

（１）平常時の点検・保守・補修・補強 

平常時の点検・保守・補修・補強について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.277、p.281） 

 

平常時においては、防災点検、日常点検、定期点検等を実施し、上部公園緑地、盛土の

り面、のり面保護工、排水施設等の変状・損傷の有無、及び湧水の状況等を調べる。また、

必要に応じて現地計測等の調査を行って、変状・損傷の形態と原因を詳細に調べる。 

盛土各部の機能を健全に保つために保守作業を行う。 

防災点検、日常点検や定期点検等で何らかの異常が認められ、早期の対応が必要と認め

られる場合には、異常の程度や内容に応じて補修・補強対策を行う。 

 

（２）異常時の点検・調査・対策 

異常時の点検・調査・対策について以下に示す。 

（道路土工 盛土工指針 p.283、p.285） 

 

災害や変状が生じた場合、あるいは変状の兆候が現れこれが進行中でいずれ災害になる

と推測される場合には、異常時の臨時点検・調査を実施する。 

災害等を受けた箇所については、当面のすみやかな機能回復を図るため盛土の応急対策

を実施する。 
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３．その他の留意事項 

3.1 津波への対応 

中央防災会議の東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査

会や海岸における津波対策検討委員会において、今次津波の越流による海岸堤防等の被

災状況の分析等を踏まえ、海岸堤防等の整備にあたっては、設計対象の津波高を越えた

場合でも施設の効果が粘り強く発揮できるような構造物の技術開発を進めること等が指

摘されている。また、地盤工学会等の専門機関において、津波を考慮した盛土の設計で

は、越流浸食、流出、洗掘を防止する構造形式とその設計が課題となることが指摘され

ている。（地震時における地盤災害の課題と対策 地盤工学会 2011.7 p.21、p.24） 

なお、復興計画等で津波からの避難地として位置づけられた公園緑地の盛土の整備に

関しては、地盤工学会等の専門機関等で審議されとりまとめられた報告書等も活用し、

津波に耐える盛土の設計や施工の参考とするとともに、今後地盤工学会等の専門機関で

新たな知見がとりまとめられる場合は、それを参考とすることが望ましい。 

 

 

図 17 多重津波防御施設と地盤工学的対応の例 

（地震時における地盤災害の課題と対策 地盤工学会 2011.7 p.10） 
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3.2 地域生態系への配慮 

盛土造成を行う場所の表土は、可能な限り保全し、盛土完成後当該表土を植栽基盤と

して活用することが望ましい。これにより、表土中に蓄積されている地域生態系由来の埋

土種子を活用し、地域固有の植生の回復及び外来種による遺伝子攪乱の防止等を図り、地

域生態系の復元・保全に配慮することができる。 

その際、あらかじめ表土を仮置きできる場所を確保することが必要である。また、表

土が不足する場合は、有害物質が無いことを確認の上、津波被害を受けた土地の用途転換

に伴い発生する表土を除塩して活用することや他工事により発生する表土を活用するこ

とも考えられる。 

表土保全の具体的方法については、「植栽基盤整備マニュアル」（平成 21 年 4 月、財団

法人 日本緑化センター）を参考とすることができる。以下に表土保全方法の概要を示す。 

 

 
（「植栽基盤整備マニュアル」日本緑化センターH21.4,p.140） 
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４．関係法令等 

4.1 環境影響評価等 

公園緑地の整備にともなう基盤整備事業については、自治体が条例により生活環境影響

調査等の実施を定めている場合は、対象範囲、手続き等を確認した上で、必要な調査を実

施して申請・届出を行う。 

 

4.2 環境部局より廃棄物として取り扱うよう指導を受けた場合の対応 

（１）廃棄物としての取扱に関する確認 

地方公共団体の環境部局よりコンクリートくずを廃棄物として取り扱うよう指導を受

けた場合には、用途に応じた品質基準に基づき性状を明確にし、活用履歴を残す等地方公

共団体の定めを踏まえた上で、活用することが可能である。この際、「建設工事で遭遇す

る廃棄物混じり土対応マニュアル」（平成 21 年 独立行政法人土木研究所監修）を参照す

ることが望ましい。 

 

（２）廃棄物とした場合の個別指定制度等による活用 

地方公共団体の環境部局から廃棄物として取り扱うように指導を受けた場合は、有効利

用の道筋を明確にした個別指定制度を活用する。また、条件が整えば自ら利用を行うこと

も可能ではあるが、このような有効利用にあたっては、慎重な判断が必要であり、地方公

共団体の環境部局と協議のうえ、実施する。 

 

（３）申請・届出 

個別指定制度の申請・届出については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第 9条第 2号及び第 10 条の 3第 2号に基づく再生利用事業者の指定制度について」（平成

6年 4月 1日、衛産第 42 号、最近改正平成 11 年 3 月 15 日）の個別指定手続きに準じるこ

ととされている。 
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５．材料調達 

5.1 調達可能期間 

「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）」（平成 23 年 5 月 16 日 

環境省）（以下「マスタープラン」という）によれば、仮置場における分別・破砕等の処理

は、平成 26 年 3 月までを目途に実施されることから、それまでに盛土材料として活用でき

るコンクリートくずを確保する必要がある。 

また、実際の活用に当たっては、計画している公園緑地の整備の諸元に応じた、基本方

針、調査、設計、施工、竣工までの期間を設定する。なお、実際にコンクリートくず（及

び津波堆積物）を現場で使うのは施工段階となることを踏まえ、各地の災害廃棄物の処理

工程に合わせた利用のためのスケジュール設定・工程計画を策定することが必要となる。

以下に災害廃棄物の処理計画を策定している県における、災害廃棄物の調達が可能と考え

られる期間を示す。 

 

（１）宮城県 

「宮城県災害廃棄物処理実行計画（第一次案）」（平成 23 年 8 月 4日）によれば、宮城

県の仙台市と利府町を除く沿岸市町においては、ブロックごとに廃棄物の処理が実施され

る。既に処理は一部で着手されており、平成 24 年 3 月頃から再生資材が利用可能となる

こととされている。 

①気仙沼ブロック（気仙沼市、南三陸町） 

②石巻ブロック（石巻市、東松島市、女川町） 

③宮城東部ブロック（塩釜市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町） 

④亘理・名取ブロック（名取市、岩沼市、亘理町、山元町） 

 

上記ブロックに共通の予定は以下の通り。 

・ 概ね 1年を目標として被災地から災害廃棄物を搬出し、概ね 3年以内の処理終了を

目指す。 

・ 二次仮置場における標準的な処理スケジュールは以下が想定される。 

・ 廃棄物の処理は平成 25 年末までに完了予定。 
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図 18 宮城県の災害廃棄物処理スケジュール 

 

なお、上記ブロック以外の沿岸市町のうち、独自に処理を実施する市町の災害廃棄物の

処理期間は以下の通り。 

 

 

上記を踏まえると、平成 25 年 12 月頃までに利用もしくは受け入れ・保管できる工程の

設定が必要となる。 
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（２）岩手県 

「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」（平成 23 年 8 月 30 日）によれば、岩手県内の処理

スケジュールは、まず生活環境に支障が生じる災害廃棄物を平成 23 年 7 月までに移動完

了させ、その他災害廃棄物を平成 23 年度末を目処に被災現場からの移動を完了させる。

処理については、平成 25 年度末を目処に実施する。 

撤去：平成 24 年 3 月まで（1年以内） 

処理：平成 26 年 3 月まで（3年以内） 

 

上記を踏まえると、平成 26 年 3 月頃までに利用もしくは受け入れ・保管できる工程の

設定が必要となる。 

 

5.2 調達窓口・調整方法 

コンクリートくずや津波堆積物の調達・受入に当たっては、当該県の災害廃棄物処理担

当部局に問い合わせを行い、具体的な調達の窓口や方法について確認することができる。 

 

（参考）環境省東北地方環境事務所において、東北地方の公共事業発注部局からの資材情

報を集約するとともに、災害廃棄物処理担当部局へ情報提供を行い、条件が折り合えば関

係部局間で調整する体制がとられており、その活用も考えられる。 

 

図 19 災害廃棄物の有効利用のための協力体制 
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5.3 材料・規格品質の確保 

構造基盤の造成に使用する発生土の品質について以下に示す。 

（建設発生土利用技術マニュアル第 3版 p.76） 

 

構造基盤の造成に使用する発生土の品質は、宅地造成に用いる発生土の要求品質に準じ

ることを原則とする。 

 

宅地造成に用いる発生土の要求品質について以下に示す。 

（建設発生土利用技術マニュアル第 3版 p.72） 

 

コンクリートくず等災害廃棄物を盛土材料として活用する場合の最大粒径は「建設発生

土利用技術マニュアル」の土地造成（宅地造成）の要求品質に準拠して 300mm を原則とす

る。ただし、仕上げ面から深さ 1m 未満の盛土材料の最大粒径を 100mm 以内とし、かつ、粒

径が 37.5mm 以上の混入率は 40%以下とする。また、仕上げ面から深さ 1m 以上で、盛土材料

粒径 300mm 以内の材料が一部混入する場合は、構造物の基礎及び地下埋設物に悪影響を及

ぼさない範囲とし、周囲を細かい材料で充填し、空隙を生じないように施工しなければな

らない。 

盛土材料が高含水率の粘性土（400kN/m2＞qc≧200kN/m2）の場合、または水による浸食を

受けやすい砂質土の場合は、のり面付近に用いないものとする。 

 

表 8 用途ごとの要求品質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建設発生土利用技術マニュアル第 3版 p.41 から抜粋） 

 

用途 宅地造成 

材
料
規
定 

最大粒径
100 mm 以下 

(転石300 mm以下)

粒度 
φ37.5 mm 以上の
混入率 40%以下 

コンシス
テンシー

－ 

強度 
qc≧400 kN/m2 

場合により 
qc≧200 kN/m2 
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Ⅳ．基礎資料 

基礎資料として、現地調査、室内試験及び現地試験施工結果を示した。具体的には、コン

クリートくずの状況、性状等に関する現地調査を実施した。また、スケルトンバケットで

粗分別されたコンクリ－トくずと破砕・粒度調整されたコンクリートくずを採取して室内

試験を実施した。この結果、採取サンプルに関しては、盛土材の規定である最大粒径 300mm、

粒径が 37.5mm 以上の材料の混入率が 40%以下を満たすことが確認できた。加えて、現地で

コンクリートくずと津波堆積物を混合して粒度調整を行うとともに、これを用いて試験盛

土を行い、締固めの可否を検証する現地試験施工を実施した。この結果、「建設発生土利用

技術マニュアル第 3版」（平成 16 年 9 月 独立行政法人土木研究所編著）（以下「建設発生

土利用技術マニュアル」という）に示される要求品質の締固め度（RI 計器 Dc≧87％）は、

振動ローラによる転圧で満足されることが確認できた。 

 

１．現地調査結果 

災害廃棄物の仮置き場に分別されたコンクリートくずが、①そのまま集積されて積み

上げられている箇所、②粒度調整されている箇所、③スケルトンバケット等で粒度調整

されている箇所を確認した。①のタイプの仮置場ではコンクリートくずを粒度調整せず

にそのまま積み上げていた。②のタイプの仮置場では粒径 100mm や 80mm の粒度調整によ

ってリサイクル材として再生されており、③のタイプの仮置場ではスケルトンバケット

等により 30cm 程度以下に分別されていた。盛土材として活用できるのは、②及び③であ

ることから室内試験用の試料は②と③から採取した。 

 

①コンクリートくずがそのまま集積されて積み上げられている箇所（宮古市（宮古運動公

園）） 

  

・コンクリート塊から細粒分までが混在 ・1m 近いコンクリートくずも混入 
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②コンクリートくずが粒度調整されている箇所（仙台市（海岸公園） 

 

粒度調整されたコンクリートくず（井土） 粒度調整されたコンクリートくず（荒浜） 

 

③コンクリートくずがスケルトンバケットで粒度調整されている箇所（七ヶ浜町） 

  

スケルトンバケットで粒度調整されたコン

クリートくず（150mm×250mm の網目を通過

したφ300mm 以下のコンクリートくず） 

左記分別過程において、150mm×250mm の網

目上に残った粒径 300mm 以上のコンクリー

トくず 

 

２．室内試験結果 

現地でコンクリートくずの粒度調整が行われており、比較的均一化されていた仙台市

海岸公園の井土仮置場、荒浜仮置場及び女川町の清水地区仮置場の計 3か所（１．②仙

台市（海岸公園）等の例）及び粒度調整されていた七ヶ浜町の仮置場 1か所（１．③七

ヶ浜町の例）から試料を採取し、表 9に示す室内での土質試験を行った。 

現地から採取した分別されたコンクリートくずのスレーキング率は 0.4％～3.0％を示

している。この値は、「スレーキングしやすい材料（スレーキング率 30％以上）」に該当

しない、安定した性状を有するものと判断できる。 
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表 9 コンクリートくずの性状 

採取地 
女川町 

清水地区仮置場 

仙台市 

荒浜仮置場 

仙台市 

井土仮置場 

七ヶ浜町 

仮置場 

現地機械処理能力 

粒度調整 

(粒径 100mm) 

 

粒度調整 

(粒径 100mm) 

 

粒度調整 

(粒径 80mm) 

 

スケルトンバケッ

トによる粒度調整

（バケットの網目

150mm×200mm） 

スレーキング率（％） 0.6 0.6 0.4 3.0 

石分(75mm 以上)% 4.1 － － － 

礫分（2～75mm）% 76.6 82.3 87.7 63.8 

砂分(0.075～2mm)% 17.0 14.9 10.6 22.0 

シルト分(0.005-0.075mm) % 
6.4 2.8 1.7 5.5 

粘土分(0.005mm 未満)% 

細粒分含有率% 6.4 2.8 1.7 14.2 

最大粒径(mm) 106 75 53 75 

地盤材料の分類名 
粗石まじり細粒分

まじり砂質礫 

粒径幅の広い砂ま

じり礫 

粒径幅の広い砂

まじり礫 

細粒分まじり 

砂質礫 

分類記号 (GS-FR2) (GW-S) (GW-S) (GS-F) 

 

室内試験結果を踏まえコンクリートくずの粒径加積曲線を示す。最大粒径は、現地の

破砕機械の処理能力で異なるが、いずれも最大粒径 53mm～106mm、礫分含有量 64～88%と

なり、土質区分に当てはめると、礫[G]から砂礫[GS]に分類される。砂分は 11～22％で、

そのうち細粒分（コンクリートくずの骨材に付着したセメントやモルタル部分によるも

のと考えられ、盛土材としては細粒分としてそのまま活用可能）が 2%～14%程度あり、比

較的ばらついた粒度分布を示している。 
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図 20 コンクリートくずの粒径加積曲線 
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３．現地試験施工結果 

（１）試験施工結果 

現在稼働中の災害廃棄物の仮置場内において、災害廃棄物の敷き均しや締め固め等の試

験施工を実施した。 

 

①試験場所 

七ヶ浜町の災害廃棄物仮置場敷地内（9m×12.5m の試験ヤードを設定） 

 

 

2

4

6

8

アプローチ

3.0m 3.0m

3.
0m

3.
0m

1.
0m

7.0m

8.
5m

12
.5
m
以
上

9.0m以上

0.3m（仕上げ）／層×3層

0.
9m

レベル測量（転圧前・後）：２層目、３層目

ＲＩ密度測定（転圧前後）：３層目
 

図 21 転圧試験ヤード計画図 
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②使用する材料 

・スケルトンバケットで粒度調整されたコンクリートくず 

 

 

・スケルトンバケットで粒度調整された津波堆積物 
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③試験方法・手順 

試験方法・手順を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 七ヶ浜町の仮置場における試験手順 

 

 

１）現場レイアウト・作業範囲確認 

七ヶ浜町の災害廃棄物仮置場敷地内において、9m×12.5m の試験ヤード及び関連する作業

のスペースを確認した。盛土は仕上げ厚 30cm の 3 層とした。 

 

２）材料混合準備 

コンクリートくずは網目が 150ｍｍ×250ｍｍのスケルトンバケットにより、粒度調整さ

れたものである。最大粒径は 300mm になるが、隙間を充填する津波堆積物にも粗粒分が多

く含まれており、上からのまき出しでは十分な空隙の充填ができないと判断されることか

ら、コンクリートくずと津波堆積物を１：１（容積比）で混合する方式とした。 

 

 

現場レイアウト・作業範囲確認 

材料混合準備 

材料混合 

敷均し 

締固め 

計測 

バックホウ 

バックホウ、 
ホイルローダー 

振動ローラ 

バックホウ 

使用機械 
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３）材料混合 

バックホウ（0.7m3）とホイルローダーでコンクリートくずと津波堆積物を攪拌混合し、

均一化した。 

 

 

４）敷均し 

混合した材料について 1層の仕上がり厚さ 30cm 程度になるよう現地で調整しながらバッ

クホウで敷均しを行った。 

 

５）締固め 

振動ローラ（3トン）で 1層仕上がり毎に締固めを行った。なお、締固めについては、1

回転圧した毎に RI 計測（乾燥密度）を行い、安定するまで転圧した。 
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６）計測 

RI 計測(ラジオアイソトープ（RI）からの放射線と物質との相互作用を利用し現場で土の

密度、水分等を計測する)は一般の堤防、道路、宅地などの盛土品質管理に使用される ANDES

（極低レベルの密封ラジオアイソトープ（RI）を利用した非破壊測定器）とした。 

 

④試験結果 

本試験施工における盛土の転圧回数毎の締固め度を以下に示す。「建設発生土利用技術

マニュアル」に示されている要求品質（宅地造成）の締固め度（RI 計器 Dc≧87％）は転圧

回数 2回で満足することが確認できた。なお、転圧回数は 6回がピークとなり、上限回数

となる。 

 

 

転圧後の 

状態 

 

転圧回数 2 回 4 回 6 回 8 回 
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図 23 試験造成盛土の転圧回数と締め固め度の関係 

要求品質（宅地造成）の締固

め度：RI 計器 Dc≧87％ 
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（２）粒度調整に関する試算結果 

コンクリートくずと津波堆積物の混合による粒度調整に関する試算を行った。仙台市

海岸公園（井土仮置場）の例では、津波堆積物の粒径加積曲線は下図のように細砂・中

砂に偏った分布を示しており、盛土材としては大粒径の土砂が不足していた。 

この場合は、コンクリートくず１に対して重量比で津波堆積物を１/２から２の配合比

で混合すれば、概ね望ましい範囲の粒度組成（「建設発生土利用技術マニュアル」p.63）

とすることができると試算された。 

  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

通
過

質
量
百
分

率
（
%
）

粒径加積曲線

粒度調整（コンクリ1：堆積物1/2）

粒度調整（コンクリ1：堆積物1）

粒度調整（コンクリ1：堆積物2）

粒度調整（コンクリ1：堆積物3）

粒度調整（コンクリ1：堆積物5）

 

 図 24 コンクリートくず及び津波堆積物の粒径加積曲線（上図） 

両者の混合による粒度調整後の粒径加積曲線（下図） 

コンクリート 

くず 


